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ラ
ト
ー
が
最
も
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藤
を
受
け
た
ラ
ヶ
ダ
，ィ
モ
ー
ン(

スV

ル
タ〕

に
於
て
は 

、家
庭
：の
生
活
は
张
だ
少
く
小
供
を
生
，む
た

め

には
詆
を 

貸
借
し
た
の
で
あ
つ
て
、
.又
こ
、
で
は
小
供
を
國
家
の 

手
で
獲
育
し
、成
人
は
共
同
食
卓
に
就
い
.た
の
で
あ
る
。
 

だ
が
ら
當
時
の
希
臘
人
，に」

ミ
つ
て
は

0
子
の
共
有
^
云

' 

ふ
こ
^
は
全
く
知
ら
れ
な
'い
®
想
で
は
な
か
つ
^
の
で 

あ
る
0 

.が
こ
‘、
に
特
筆
ず
べ
き
は
悲
劇
詩
入
ユ
ー
ソ
ピ 

デ
ス
で
あ
な
。
彼

は

「

ブ
ロ
テ
シ
ラ
ゥ
ス
^

の
內
に
於 

て
婦
人
の
共
有
を
主
張
し
れ

M
は
れ
て
®
る
。
彼
の 

詩

は

：
ア

リ

，
.
ス

ト

フ
ァ
、̂
ネ
ス
0
喜
劇
の
到
る
所
に
引
用 

3
れ
て
房
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
若
し
婦
人
の
共
有 

を
主
張
し
れ
；̂
す
れ
ば
ア
ブ
ス
ト
フ
ァ

1
ネ
ス
は
そ
れ 

を
題
材
に
し
て「

土
ク
レ
:シ
ア

，
ッー
ゼ」

を
書
い
た
の
で 

あ
ろ
ぅ
ど
想
像
し
て
も
よ
い
o(

然
し
a
念
乍
ら
こ
の
悲 

劇
は
現
今
斷
片
し
か
存
せ
す
、
而
も
自
分
は
こ
の
斷
片 

S

1
も
«
ま
な
い
沪
ら
明
確
に
斷
定
す
る
こ
ど
は
出
來

な

ぃ

-

之
を
要
す
る
に「

エ
ク
レ
シ
ア
ッ
ー
ゼ
し
に
描
か
れ
れ 

共
產
主
義
は
ブ
ラ
ト
ー
の
主
張
せ
る
典
產
主
義
を
モ
デ 

ル
ど
し
ft
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
ブ1

フ
ト
ー
が
そ
0
理 

.想
國
の
第
三
卷
の
終
_り
以
後
に
於
て
共
產
主
義
を
主
張 

せ
る
際
に
はg

に
こ
の
喜
劇
が
上
演
さ
れ
て
©
た
の

で
 

あ
る
。
さ
れ
ば
.彼
が
第
三
您
の
終
り
に
於
て
財
產
の
兆 

有
を
主
張
-t
る
時
に
は
僅
Iか
一
一
三
¥|
で
濟
ん
で
e
る
の 

に
第
五
卷
に
於
て
-1
J«
女
の
能
カ
に
本
質
的
相
違
な
き 

一」

と
、」

及

び

1
妻
子
の
共
有」

を
論
ず
る
際
に
は
_
躇 

し
、
を
の
辯
解
^
多
く
の
真
を
费
し
て
屈
る
の
は
、
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の
喜
劇
に
描
か
れ
れ
機
な
浮
?®
な
共
産
主
義
ミ
：同
一
視

さ
れ
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を
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れ
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め
で
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思
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第
七
十
A
問
第 

一
廳
に
.設
問
し
て
言
ふ
て
®
る
。「

貨
付
，け
た
る
貨
幣
に 

對
し
て
利
息
を
徵
す
る

は

果

し

て

.罪

惡

な
.

o

や」

.
^
;
。

： 

而
し
で
こ
れ
は
他
の
敎
父
達
の
言
說W

俱
に
：當
時
の
經 

濟
生
活
に
於
け
る
ト
ー
■マ
ス
の
敎
父
た
る
特
殊
の
地
位 

が
爲
さ
し
め
た
設
問
で
あ
る
ビ
看
ら
.る
、
の
で
あ
る
が 

こ

00
問
-'題
は
«
り
ト
i

>
ス
や
、
ま
た
そ
の
他
の
敎
父 

達
に
ょ
つ
て
疑
義
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
す
、
古
來
幾
多 

の
拗
合
に
[?
|
]ひ
試
み
ら
れ
、
而
し
て
、
へ
の
行
爲
は
甚
だ

:

第

十

七

猞(

一
一
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雜

錄

徵

利

論

I:
關
マ
る1

者
絡 多

く
の
場
合
否
認
せ
ら
れ
れ
の
で
ぁ
つ
て
、
就
中
古
代 

立
法
或
は
聖
者
哲
學
者
の
言
說
に
を
の
然
れ
る
を
見
る 

の
で
も
る
。(0
然
る
に
中
世
以
後
經
濟
#
惝
或
は
|1
1
.織
の 

變
更
に
つ
れ
て
、
見
解
は
漸
く
是
認
に
傾
ひ
た
^
做
さ 

::
•
-

|

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
、r
jの
疑
問
が
古
來
の
形
の
植
で
問 

一
®
ど
さ
れ
る
こ

5
さ
え
も
殆
んV 」

、

或
は
全
然
無
く
な

つ
た
ビ
云
.は
れ
る
。
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行
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|:
對
す
ち
嫌
恶
の
感
惝
或
は
そ
0
规
際
的
衷
现 

-
れ
る
辦
止
立
法
は
、
つ
^
！

.1

疢
く
マ
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ー
の
法
典
屮1：

之
^
認
む
る 

‘
、ぐ

」

が
出
來
.る
2
い
ふ
。
而
し
て
>;

の
法
典
は
戦
士
ヾ」

僧
侶
U
利
息 

か
禁
じ
、
そ
の
以
外
の
も
の
|:
は
、
之
か
許
し
れ
が
、
然
も
一
般
人 

I:
就
い
て
1
猶
極
め
て
低
い
法
宠
率
4>
守
ら
し
め
て
無
愤
の
贷
偕
4* 

獎
勵
し
た
と
い
ふ
。
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ハ
メ
.ソ
ド
の
法
制
も
亦
同
じ
旮
態
度
か
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賢
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し
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え
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代
埃
及
の
法
制
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見
る
も「

ボ
ッ
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リ
ス
法
典
|1
利
胤
が
三
华
後
元
本
の
倍
額

|:
到
リ 

i
時
は
爾
後
利
胤』

生
ぜ
ざ
る
、、ミ
^
規
定
せ
リ
、
又
贷
借
it
無 

利
息
K 

L-
'
、
元
木
の
一
一
分
の
一
の

0約
愈
4>
約
せ
る
微
習
め
リ
た 

い
ふ
。JC

岡
村
教
授
.利
息
制
度
、
凉
法
十
怨
艽
號
參
照
}猶
十
：
：
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ヒ
ブ
JV
ュ

ー

人

間|:
於
け
る
徵
利
嫌
褪
：の
感
情
|:
就
て
は
、
利
宋
記

第

一

號

ニ

七
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錄

十
九
常
十
三
節
以
下
，、II

十
：
.it
，常
八
節
及】〗

十
三
節
彐
十
：土
牮
、
出 

埃
及
記
ニ
十
ニ
欺
、
ニ
十
三
節
十
-:
節
，
-:
十

五

節

、||
«
命

記

十

丑 

窣T:

節
以
下
、
へ,レ
3
ャ
記
五
萆「

節
，
屮
艽
笱
十
節
へ
ザ
キ
エ
ク 

記
十
八
帘
八
節
、
詩
篇
十
五
ノ
五
、
茛
九
ノ
ー一

、
.瓦
十
二 
ノ
五
、

0 

首
1
1十
八
ノ
八
。
箝
臘
_
止
論
|:
就
て
は
後
出
。

古
來
徵
利
貨
付
の
_否
認
ぜ
：ら

.れ
た
事
例
の
解
釋
^
し 

て
、
そ
の
然
れ
る

所
以
は
、
經
濟
生
活
の
.未
#

^
な
、

徴
利
論
に
關
す
る

1

考
察 

第

I

號

二

八

こ
の
否
認
說
は
消
滅
す
ベ
き
で
あ
つ
て
、
現
在
に
あ
つ 

て
ば
、「

時
に
保
護
を
必
婆
ど
す
る
の
は
寧
ろ
貨
手
の
侧 

で
あ
る
し(
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ビ
さ
え
|9
:
か
れ
る
が
普
通
で
あ 

る
o
g斯
く
解
釋
す
る
こ
ど
は
必
し
も
誤
謬
で
な
い
。
け 

れV」

も
注
意
深
き
經
濟
史
の
硏
究
は
、
菩
人
に
徵
利
貨

換
言
す
れ
ば
、
ま
だ
完
全
な
投
資
の
分
野
が
開
拓
せ
ら1

借
是
非
論
の
消
長
な
り
、
意
義
な
り
、
性
質
な
り
を>

 

れ
な
い
當
時
に
於
け
る
貨
借
が
：槪

ね

所

謂

請

費

貨

借

で

.一
概
に
經
濟
生
活
發
達
の
順
次
に
從
っ
て
縱
に
觀
察
し 

あ
つ
：て
、
货
幣
は
¥
實
何
も
，の

を

も

生

む

が

無

か

I
.

解
釋
す
る
結
果
の
甚
だ
危
險
な
る
こ
ビ
を
敎
ふ
る
の
で 

つ
た
故
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
歷
史
の
敎
ふ
る
^
乙

ろ

に(

あ
る
。

一
方
ま
れ
余
は
こ
の
讖
論
の
本
質
を
軍
な
る
經

ょ
れ
ば
、
多
く
の
^
合
®
手
は
有
力
な
土
豪
で
あ
b
、
 

借
手
は
贫
弱
な
農
民
で
あ
る
す
い
ふ
や
5
な

こ
^
が
多 

く
、
.徵
利
貨
借
は
こ
れ
等
の
無
力
な
借
：手
を
保
議
し
や 

5
ど
す
る
耍
求
か
ら
自
然
非
議
せ
4
れ
た
の
で
、
そ
の 

後
漸
く
經
濟
事
情
の
變
遯
す
る
に
#

つ
て
、
偕
入
れ
ら 

れ

資

金

は

完

含

營

利

の

用

に

供

し

得

：、
：ま
た
常
に 

供
す
る
が
故
に
高
刺
制
限
の
企
鬪
を
除
い
て
は
、
(2
)
自
然

濟
生
活
の
變
遯
に
ぬ
つ
て
，
そ
の
影
響
は
當
然
受
け
こ 

そ
す
れS

全
然
存
在
そ
れ
自
身
を
ま
で
拒
ま
れ
朱
る
が 

如
き
も
の
で
な
い
ど
考
え
る
の
で
あ
る
。

.
E ニ)

と
の
高
刺
に
對
す
芯
干
涉
、
高
利
制
限
法
の
立
法
す
ら
、 

今
H
の
#
合
姑
息
で
あ
り
'
無
力
で
わ
る
と
做
し
、
澎
石
そ
の
祺
の 

不
必
毁
4>
生
張
す
る
論
が
.わ
る
が
、決
し
て
故
^
い
、
、
と
で
は
な
.い
o
.
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所
削
刺
子
自
由
の
論
^
ぼ

^

&
告)

の
常
然
の
論
結
は
こ
の
無
用 

論
に
泛
で
趨
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
、
、れ
か
生
艰
す
る
も
の
に
し
て
、
-I

1

方
こ
，の
ホ
.張

ん

ス

.も
の
は
勒
党
ズ
撤
吃
の
誹
ん
脫
れ
難
い
で 

あ
ら
ぅ

0

こ
の
場
合
想
起
せ
ら
る
ゝ
の
u

、
#ix
j
'.
w

c

n

t

h

s

の
態 

度
で
め
气
談
論
で
わ
ス
-。
彼
の
虮
聚
|:
し

.
'师
刺
丸
論
調
は
到
5

」

こ
石
1:
於
て
人
|:
逍
ゐ
も
の
が
わ
る
。
高
利
{1
彼
|:
從

へ

ぱ

取|:
愤 

習
!:
マ
ぎS

。「

然
ら
ざ
る
も
の
ム
り
然
|;
1胺
滴
常
な
マ」

り
1 

し
得
べ
孑
が
如
さ
如
何
な
6
刺
子
あ
り
？
-
。
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r
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h
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^
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.
.

一'

は
、
刹
^
憤
例
の
不
磘
足
か
梢
示
し
て
、
法
U
依
る
强
行
の
寒
礎
た 

る

ベ
く
そ
の
弱
さ
‘訛
さ
、m
^
lt
M
lff
i
:で
あ
る
。
從
つ
て
一
入
に」

傾
±
な
刺
_
が
、
他
人
！1
侦
で
な
.

i:

か
：ら
と
沄
つ
て
、
何

れ

か

に

强

: 

制
せ
ら
ゐ
べ
ぎ
理
由
は
な
い
ビ
考
へ
?:
。
ま
れ
使
用
贷
借
の
價
値
か 

決
定
寸
る
こ
ミ
は
無
い
の
|:
、
此
勝
合
の
み
何
故

1-
制
限
す

5か
。交

一 

換
似
値
I-
就
ズ
も
又
問
じ
°
而
も
悄
毁
贷
借
は
現
在
0
金
錢
ミ
將
來 

の
命
錢
V
Jの
交
換
で
め
る
。
何
人
も
出
來
ふ
だ
け
利
益
か
得
ん
ド
-则 

，て
る
の
！

.1 、

资
だ
利
？十
|:
就
て
の
み
は
高
刺
貨
の
坊
名
‘
毅
る
と
_ (

ん
で
、
遂
L
Lli
何
故
1
1低
刺
^
雜
ぜ
ざ
る
や
ミ
泛
で
も
茛
ふ
て
涡
3
。 

:か
く
て
禁
||
:
:法
の
赏
行
性
{:
就
て
は
之
か
冷
笑
し
^
.
1
1 3间
逾 

方
法
の
存
在
か
指
示
1
て
斯
の
立
法
の
.無
用
4»
叫
ん
で
屈
る
。
こ

の

;' 

種
の
論
の
由
樹
で
わ
ら
•ぅ
。(
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け
る
立
法
例
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も
、十
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||
1
祀
の
究
1
!(1
或
は
立
法
的
平
段
|:
依
り
|

例
^
は
獨
の
1
^
- 

chsabschied

の
如
合
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或
は
慠
钱
法
|:
ょ
り
、
例
へ
|1
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怫
國
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徴
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に
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考
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け
る
商
人
間
の
消
费
'
贷
借
の
惯
行
の
如
>

丨
丨
從
來
の
禁
.I
h

は
^
 

货
; >
.
破
ら
れ
て
.
來
れ
。
併
丨
徜
法
定
最
高
服
か
制
腿
す
ろ
こ
と
は
止 

め
な
か
つ
7:

が「

こ
れ
^

廄
し
れ
の
!|
1

、十
九
仳
紀
の
進
化
で
ゎ
る
0」 
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て
も
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の
岛
出
は
確
立
せ
ら
れ
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が
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.
そ
の
後
期
に
及
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近
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の
純
化
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耍
求
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れ
て
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#
實
右
の
法
雜
は
空
文
に
終
.っ
て
商
利
は 

碰

に

流

行

し

紀

元

前

八

九

紙

に

は

高

利

貨

^

侬

っ

て

訴
 

え
ら
れ
た
偾
務
者
を
ズ
K
ト
I

ル
が
裁
判
に
勝
た
し
め 

た
ど
い
ふ
の
で
、
そ
の
ブ
レ
ト
ー
ル
が
、
市
場
で
刺
殺 

さ
れ
れ

W

い
ふ
程
で
あ
っ
た
。
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斯
の
如
ぐ

し

て
 

羅

馬

は

典

和

政

の

末

期

に

到

.っ

て

は

前

大

な

る

社

會

的 

或
は
政
谧
的
危
險
に
陷
っ
た
の
で
、

こ
れ
に
對
し
：て 

第

十

七
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一
二
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雜

錄

徴

利

論

に

關

了

る

oat 

oそ
の
他
の
人
.々

が
論
雛
跋
だ
勉
め
れ
こ
ビ
は
既
述 

の
勿
ぐ
で
あ
る
が
、
羅
揭
の
貴
族
だ
け
は
一
方
に
こ
れ 

を
賤
み
な
が
ら
他
方
に
は
金
貸
業
者
を
內
密
の
手
先
皮 

し

て
使

用

し

-0
$
?
:
も

C
e
n
e
c
a

も
實
は
皆
©
利
の
邵 

|

惡
を
俊
し
れ
の
で
あ
る
ど
い
ふ
。
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.か
く
て
羅
踢
法
の
隞
荆
に
對
す
る
態
度
も 

I
:

要
す
る
に
時
に
最
萵
限
度
を
劃
す
る
こ
^
;が
あ
っ
た
に
：
 

一
止
：ま
つ
て
居
つ
た
の
で
、
遇
々
な
^
れ
ら
の

立
法
に
^

I

て
爲
ら
る
、
立
法
精
神
も
、
尚
づ
か
ら
そ
の
傾
向
を
古 

ー
し
代
神
法
^
與
に
し
ね
ど
同
時
に
、

一
方
か
の
ヵ
ノ 

I 二
 

ス
ト
の
禁
Jh
令

€
も
亦f

之
を
異
に
し

て

®

つ
た
こ
i 

を
認
め
得
る
の
で
ぁ
る
⑷
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田
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五
の
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淤
て
そ
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四
；
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'ぐs

も
I：
別
用
さ
れV 、

思

る

.0

.

'

u
 

(
#
1

ニ 0
〕

r«
e
x ge

n
u
c
i
a

發
布
の
^
し
は
い
ろ
'
^
の
興
訛
が
わ 

る
の
み
な
f>
'
す
、
そ
の
賢
祐
0
處
備
さ
え
法
學
潘
の
|
||;
疑

は

れ

てI 

ゐ

る

。
，
然

し

、
，
れ

が

$

發
布
1
1な
.つ
て
;,
!
;
-
れ
过
し
て
1
、
货

族

が

一
 

v

w
ト
ー
II
/
の
職
務
1:
膽
つ
て
i

手
f

支
蚬
し
て
f

のw

包

|

:

||
-
|玫
か
法
律
が
柬
純
出
來
な
：か
つ
た
，
0
^
で
贷
金
{'
1
:
1
^
1
1
5

及

そ

. 

の
同
盟
潘
の
.名
|:
侬
つ
?:
行
は
れ
利
息
禁
止
の
货
効
は
ニ
向
舉
ら
な
：

か
つ
|:
の
で
わ
る
0

徂
し
こ
の
や
W
方
u

lex 

l
e
s
p
n
o
n
i
a

 

(B. 

\ 

r

v
vo
4)

1:
依
つ
ズ
雄
]1
:
ぜ
ら
れ
た
、、」

い
ふ
が
、

.;
'
然
む
こ
の
結
粜
の|

程

L
疑
は
れ
る
。 

j.

，

(

能
一
二 )

羅
巧
の
國
法
11
全
然
神
法
と
は
>]
'
|
'
简
の
法
祺
で
わ
る
0 

j 

は
じ
め
て
神
法
の
殼
か
被
つ
て
如
實
な
艺
入
間
の
生
括
な
规
龅
し
た
„

も
_の
11
か
の
羅
踢
法
で
わ
つ
た
0
そ
こ
で
羅
艰
の
國
法

|:
於
て
觀
ら
：
:

ろ
、
徵
利
贷
借
树
忠
は
、
勿
論
神
ほ
ミ
は
そ
0
木
質
か
異
|:
す
ろ
ミ

'.
.

同
時
|:
、
义
教
曾
法
：0
眾
教
的
な
规
論
的
根
據
か
ら
出
た
も
0
^
な 

く
、
#]
は >

.
1

の
社
#
政
锨
的
紡
論
で
わ
つ
て
、
：こ
れ
ミ
同
じ
檢
打 

■■例
は
齊
が
阔
の
法
制
史
に
於
て
む
亦
潇
ら
る
V

の

T

わ

ス

o
我
が 

國
人
は
徴
利
贷
借
3

い
.ふ
こ
の
社
#
現
级
|:
は
^

^
無
概
着
で
、

.

>

れ
|:
'
減
ま
^
か
つ
れ
や
ぅ
で
あ
：
るo

か
く 

て
勿
'
f
lf
r
代
神
法
や
カ
ノ
ー
二
ス
ト
の
論
辎
|:
比
マ
べ
さ
も
の
か
：
：

第
一
雛
ご
；

1
0

ら
It
全
然
猢
立
し
て
興
り
知
ら
'

Q

の
で
め
る
。
尤
も
利
a
こ
い
ふ
こ 

J々

は
十
2
く
か
ら
行
は
'れ
て
、
そ
れ
か
ら
兜
す
る
社
會
的
胳
逬
か
防
が 

ぅ
と
し
て
所
謂
诹
利
0
禁
止
か
し
|;
例
が
無
い
で
は
な
い
が
、
併
し 

そ
れ
は
全
く
雑
捣
に
於
け
る
と
冏
じ
性
質
の
ら
の
で
わ
つ
わ
の
で
わ 

る
。
由
來
=
2木
人
は
哎
11
|
:的
な
快
沽
乜
樂
.大
的
な
择
族
で
ぁ
ゐ
。
殊 

I:
原
始
の
R
本

人
が(

儒
邠
波
來
後
0
:
=本
人
|1
、
火
分
|:
铤
化
せ 

し
め
ら
れ
た
が

如̂
何
じ
快
活
で
视
-I
M
-⑽
で
幻
つ
|:
か
は
、
正
し
合
■ 

度
を
以
つ
て
す
れ
ば
お
^

、

及
ぴ
宙
祺
部
の
筋
惝
的
な
記
述
じ
充
分 

舰
ふ
こV

が
出
來
T
っ
:0
余

J3
;
常
に
刈
な
る
愛
著
を
以
て
雨
游
か
饋 

む
铲
こ
れ
|-
见
ら
る
、
我
築
の
祖
光
の
也
活
は
凡
又
の
祺
级
如
め
る 

が
ま
儘L ：

受

入

れ

、
、
、
れ

か

常

U
明
く
解
轉
し
て•

人
問
で
わ
る
が
故 

の
樂
し
み
2
人
問
で
ぁ
る
が
故
の
苦
し
み
と
を
俱
じ
正
酣
か
ら
享
け 

入
れ
る
魯
い
咸
咏
1
.
1
於
て
も
惡
い
葸
味
1:
於
て
1
跑
遛
人
問
的
な
化 

活
で
わ
っ
た
。
そ
こ
で
*
玆
於
て
は
菡
ち
^
如
上
の
如
き
拔
族
蚀
を 

有
すr

Q
H

本
人
が
做
烈
'卜
し
て
息
み
が
た
合
人
!»
]

0
物
質
的
欲
求
、 

盤
い
て
|1
諮
般
の
營
利
的
沾
動
1:
對
し
て
必
し
も
疑
か
邮
し
は
さ
む 

、
5

^
爲
さ
す
、
勘
く
ミ
も
わ
る
秘
度
ま
で
觀
過
放
说
し
て
顧
み
/! 

か
つ
た
こ
と
の
丧
だ
舀
然
た
る
ぺ
き
こ
ミ
を
揪
tl
n
'
arx
ら
ぬ
。
王 

朝
時
代
|1
於

て

利

息

か

-
取
っ

.
ス
货
11
1す
る

こ

と

^

爪

辦ハ
ス
ィ
ゴ
ノ 

又
a
ィ

ラ
シ)

e

i
k

ひ
、
利
歡

の
贷
借
‘
贷
侨
义
は
服
货
ミ
伝
っ
れ 

と
い
ふ
。
新
選
字
鋭
に「

贷
與
於
人
併
戚
领
、
借
収
於
识
贳
布
。」

と
见 

:'
ぇ
、
そ
の
起
原
は
孝
徳
以
前
で
わ
る
ミ
做
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
<ム
出 

擧
ビ

u
§ 

i

の
別
が
わ
り
.「

我
'
衣̂
代
に
於
又
盛
じ
之
^

出̂
犋)

剎

用
し

,'
或
は
之
が
以
つ
て
.國
塚
谣
入
の！

火
源
娘
.と
な
し
し

.P (

宮 

崎
教
授
、
n
本
法
制
史
大
正
H
唯
講
魂
' 1

方
孝
德
記
大
化 
一i

郎
三
月 

の
倐
|:
、
宣
能
岔
司
處
々
也
阳
吉
備
岛
蛊
祖
母
處
々
贷
稻
ミ
ゎ
リ 

<
日
本
鎺
吳
記
上
1:
も

同

様

の

：、
5

見

ゆ)

、

即

ち

宮|:
於

て

の

み

な 

ら
す

X'^
fa
j
に
於
て
も

こ

!0
辦
が
行
は
几
?:
こ

-T
1は
明
白
で
あ
つ 

■

て
>
こ
れ
が
私
出
祺
で
ゎ
:?
>
。
而
し
て
此
兩
潘
は
硝
架
出
锻
2
、
財 

物

fi
i
擧

i

I:
0別

t£
ら
れ
々
'の

で
、
大
赞
令
雜
令
の
§

見
る
|:
、前

|

港
！i

對
し
て
、
凡
以
i

粟
！：

m
鹖

祗

任

依

，
ー

私

契

？
官

不

爲

规

仮

以

，

_

非

！
爲

，
咖

。

(

•瓶

解

文

謂#
時

取

受

以-
_秋

冬

，
報

楚

爲

一

部

也

。

)

不

，
得

一
 

1

過
-ニ

陪
-0
其

货

半

陪]1
{
«不
レ
得&

漭
^

紙

令

，
生

利

ぃ

及

濟

利

芦

\

レ
本
若
家
资
B
邪
雕
1-
條
7
ミ
め
る
*
:後
播
|:
就
て
は
凡
公
私
以
1
.
1
财\

I物
u

/a
擧
甚
任
依
1
1私
契
，實
^

，

理
、#
,

,六
十
=
:

1取
レ
刺
。£

文
5 

甸
六
十
=

即
知
未
滿
六
十
R

源
亦
％
無
こ
取
ぃ
刺
之
法
，
也
。

)

不
，
得

一 

過
-
-八
分
1
雖
過
四
ぽ
八
十
日
.不
：得
過
一
陪
，
，
1

衆
資
雜
役
淖
折
酬
、
不

ベ 

得
通
利
_爲
木
、
ミ
あ
り
と
れ
ら
侦
怫
に
對
す
_る
質
物
保
證
の
制
度
も
ノ 

亦
縮
然
と
^

て
雜
令
中
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
ゃ
公
出
鹖
に
づ
い
て
は
、

.

之
が
雜
稅
の1

と

し

て

政

府

財

溆

の

一

に

刺

用

せ

ら

れ

れ

こ

と

|:
、

「

あ
る
興
味
か
覺
ゆ
る
|:
止
め
て
姑
く
、
；れ
か
お
さ
、
私
.出
舉
|:
就

て

)

見
る
じ
、
こ
れ
は
な
か
く
流
行
し
た
も
の
ら
し
く
、：

無
智
^
百
^

.

が
、
'服
前
の
安
逸
|:
迷
つ
ズ
こ
の
陷
串
に
滓
<
る
こ
と
が
，
麗
々
で 

め
っ
た
の
で
、火
化一

ー
牟
じ
は
私
出
琳
稻
か
_
じ

、
其

後

ま
?:
天

平

九
 

非
九
3

一
十
 

一
=
|:
禁
令
の
理
||
4
か
說
：く
聖
武
灭
鞋
の
詔
帯
が
出
て 

居
5
。
日
く「

|

敕
如
即
&
家
之
稻
貯
-
*
.前
國
與
莨
姓
“求
趴

笫
十
七

，怨

(

ご
5
 )

；：
雜

錄

徴

利

論

|:
.關
す
ス

一

考
察

交
關
無
昝
啟
捣
：-

親̂
-後
丧
1迷
シ
安
货
食
忘
-ー
此
#
農
，
遂
M
,汔
因

,
 

逃
亡
他
所
父
子
流
離
夫
婦
相
失
西
姓
骆
涊
因
レ
斯
彌
故
實
楚
國
旬
教 

喩

乖

，
方

使

，
致

ュ

於

朕

莊

您

焉

■■
»
濟
民
之
道
登
合
如
此
、
自
今
以
後
悉 

诗
禁
斷
淄
ニ
課
ぽ
姓
~
一
 赴

，，

産

業

必

使k不
ッ
失
地
宣
ハ
人
阜
家
腿
如
有 

違
凇
以U

違
敕1

論
科
レ
卵
典
物
汶
贺
_
鄱
官
入
即
解
，11
任
1布
齿
遮 

逝I

P
一
朕
减1

焉
。j 

'く
之
4>
以
て
着
て
1
當
時
の
禁
止
論
の
性
質
か 

知
る
こ 

>

」

が
出
來
や
ぅ
。
併
し
か
く
の
如
き
韶
勅
が
出
て
も
矢
張
リ 

.私
出
礙
椒
は
盛
1:
行
は
れ
て
、
金
錢
を
贷
し
れ
ミ
稱
し
ズ
褀
放
稻
架 

t
贷
し
て
利
子
如
徴
し
れ
の
で
孝
德
；大
蛊
の
天
平
勝
賢
三
¥
1
1は
、 

更

に一

層
嚴
蜇
な
布
令
が
出
て
居
ゐ
が
、
そ
の
即
ド
め
つ
ズ
恶
笑
押 

勝
な
ど
が
、
#
別
吵
天
寵
{:
依

つ

て

特|:
^

^

を

私

じ

出

祺

マ

る

こ 

と
か
許
さ
れ
て
ゐ
れ
な
ど
は
、
谀
だ
興
味
あ
る
こw

で
め
る
？
而
し 

て
又
出
擧
勉
か
禁
じ
打
炉
ら
出
舉
錢
か
禁
じ
对
か
つ

I:
こ
w

u
ii
充 

分
の
注
意
が
拂
IX
れ
ね
ば
な
ら
Q

O
こ
れ
が
理
凼
は
列
然
し
な
い
が 

兎
も
沟
も
當
時
の
：禁
止
令
が
、
社

. #

弊
银
1
1對
マ
る
應
餘
的
政
锒
的 

手
段
で
あ
り
、
他
1
1意
味
も
な
い
の
で
わ
る
か
ら
、
常
時
さ
程
金
錢 

的
な
取
别
の
頻
繁
^

匁
か
つ
れ
時
分
0

こ
と
ミ
て
、
こ
れ
文
り
し
て 

.
趄
る
胳
番
は
，
そ
の
時
分Q

,

國
民
の
最
大
多
數
で
わ
る
股
捣
の
問
{: 

趄
つ
わ
綃
粟
出
擧
の
弊
畨
1
2比
ら
べ
て
當
简
の
法
溢
4 *
蔽
か
な
か
つ 

わ
爲
で
あ
ら
ぅ
。
出
祺
の
利
息
は
令
に
於
て
は
公
私
典
|:

六

十

：
=
:
を 

取
位W

し
六
十
日
每|:
元
本
の
八
分
の
ー
！ー
以
下
の
利
息
か
取
ゐ
こ
ミ 

|:
-な
つ
て
居
る
°
即
ち
最
高
年
七
割
丑
分
で
あ
る
。
從
つ
て
四
再
八 

十
u

(

一
 

年
ミ
四
夕
月

)

|:
て
利
息
は
宂
本
と
冏
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雜
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微
利
論
に
關
す
る
ー
考
察

以
上
の
刺
^
收
む
る
、A
Wlt
、
許
さ
れ
な
か
つ
れ
の
み
な
ら
少
.、
元 

木
を
拂
つ
て
利
息
か
猶
辨
濟
し
对
い
锻
倒
に
こ
れ
か
]1
1
1
1元
本
ミ
し 

V

利
息
か
也
、ぜ
し
む
る
こ
ギ
ゃ
、
刺
息
^
未
濟
元
本
の
ぅS

L
i

加
ぇ 

'C
:
そ
の
元
利
合
計
を
新
木W

す
る
が
如
❖
誼
利
の
方
法
は
禁
ぜ
ら
れ 

.て
焐
れ
の
で
わ
ろ
。
：そ
0
後
出
祺
錢
の
法
足
利
哗
は
次
银
に
识
き
下 

W
ら
れ
、
梃
武
天
鼓
の
延
辦
十
六
年
！

I

は

、

一
：雄

平

陪

(

3L
割)

W

さ

\ 

れ
れ
が
-、
贤

際

に

於

て

け

そ̂
撕
上
の
高
利
が
盛
1|-
行
|1
れ
ズ
光
仁
一 

天
遨
の
资
飽
郎
間
じ
は
货
文
の
利
か
-
夕
月
七
ヨ
文
と
し
バ
牟
十
五\

割
六
分)

或
は
十
31
文
ミ
し
|:
券
契
か
見
た
.の
で
ぁ
る0:
猶

出

擧

稻

一 

の

利

來

は_
じ

く
1
邮

：
一

陪

ミ

し

て

I
、
こ
の
場
合
の
1
牟
|1
八

ヶ\

月
で
わ
つ

?:
か
ら
利
稻
|1
十
割
で
^
く
て
十
五
割
に
當
つ|:
わ
け
で
一 

ぁ
る
。(

令
筇
解
雜
令
の
三
十
參
服

)

其
後
鎌
食
時
代
|:
:
人

つ

て

か\

.ち
は
前
述
の
私
出
擧
の
み
が
、
借
物
借
戦
或
.は
借
米
、
借
用
米
光
ど
：.ゝ

\ 

咿
ば
れ
て
行
it
れ
れ
>

:;
::

0勢
約
|:
は
、
證
讲
4»
'
借
狀
、
借
代
、
契

狀

\ 

又
は
琳
に
靴
文
ミ
稱
し
た
の
で
め
る
。
而
し
て
利
硝
|1I

倍
利
錢
II\

中
侦
か
拟
IU
J

W
し
*
最
高
は
1
々
刀
七
文(

邮
八
刺
四
分
>
に

及

ん

だ

|

そ
の
[|
|
]!:
様
々
な
利
率
が
行
!1
れ
て
ゐ
?:
ら
し
い
0
然
る
1:
姐
利
^

一
 

嗍
I:
:
入
石V

、

ー
般
|:
絆
濟
が
弛
総
し
て
贷
借
も
自
然
流
行
し
、
其 

上
箱
府
囟
か
ら
が
、
そ
の
財
政
の
拟
艺
か
救
ふ
た
め
|:
か
0
徳
政
令 

を
靡
々
發
布
し
た
の
で
1利
.息
は
彌
が
上
|:
品
騰
し
た
の
で
わ
る
。

:

の
漶
政
令
|1
た
し
か
1
1侦
滅
在
|:
ミ
つ
て
は
致
命
的
な
脅
威
で
ぁ
つ 

た
！2
相
違
な
い
が
、
然
も
そ
の
間
|:
備
ぇ
る
手
段
が
わ
つ
?:
、

」

2
は
、

容
总
に
想
像
せ
ら
る
と
^
と
で
例
人
ぱ
、
後
It
.駿

JL
y
ら
^
r:
L
の

第

一

號

M
i

三

で
it
*
る
が
"
斯
令
が
無
利
息
贷
.低
、
又
U
無
愤
资
托
I:
適
川
の
：な 

か
っ
れ
の
か
利
用
し
て
愤
主
は
宂
利
合
訃
か
記
入
し
た
斌
狀
か
作
っ 

て
金
か
•贷
し
?;
如
さ
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
飭
險
 ̂

胃
す
爲Li

利
息
It
益
々
高
^
ミ
な
っ
て
行
っ
|:
の

で

わ

ス

.
。

戦

殿

時
 

代
か
ら
鹽
織
時
代
|:
か
け
て
利
息
制
度
が
不
統
一
且
っ
高
^
で
め
っ 

f > 
€
は
疑
(1
れ
わ
と >  ;

る
で
わ
ら
ぅ
が
、
鹽
R«
か
ら
德
川
の
初
め 

I:
か
け
て
は
、
す
で
1:
餘
程
進
ん
だ
商
業
狀
璐
ミ
尨
っ
て
识
っ
た
の 

で
わ
っ
て
、
元
祿
年
間
に
出
版
せ
ら
れ
れ
井
原
四
鵃
の
胸
#
川
p .
ル
級 

十
二
年
版)

織

留
.
元

祿

七¥
版
好
木
新
永
代
赞
正
德
三
.祀
版)

の 

記
述
の
如
吾
、
常
時
に
於
け
る
瞥
利
思
想
镑
利
行
爲
の
狡
達
か
张
/:
*
 

ム
く
努
餚
乜
し
む
る
の
で
わ
っ
て
、
徴
利
行
.爲
の
W
際
む
漸
く
机
く 

IL
つ
ノ
JV
マ
ー
ル
じ
行
は
れ
て
來
た
、
ぶ」

か
知
る
こ
2
が
川
來
る
の 

で

わ

る

。

勿

諭

尚

じ

く

徳

川

時

代

で

わ

っ

て

も

峙

ミ

所

ど

|:
伋

つ

て 

種
々
雜
多
な
慣
行
が
^
在
し
て
焐
?:
こ
と
は
沄
ふ
ま
で
む
な
い
，い
、
 

武
家
：'

e

ヶ
條
に
はr

家
®
餅
惜
金
一
割
半
以
上
ハ
刺
足
一
削
半
^
'*
1 

相
阆
祺」

ミ

s
o松
屋
细
記
|:「

注
戶
l:
-
H成
贷
と
沄
ふ
も
の
わ 

り
、
そ
は
か
し
た
る
金
錢
を
H
々
I:
經
却
す
る
を
本
ふ
0
成
す
と
11 

返
濟
を
成
マ
i
いへる
し語な
り。
述
武
式

E
：

迫
JJ
H
I:
若
以
ニ 

密
.々

之

儀~可

，
取-
1高

利
#
:
=錢

等

質

物

ー

造

葸

歟

。

ビ
現

え
'/
:

る

日 

錢
は
H
成
の
類
な
る
べ
し
。
、'/
1
:戶
|:
鳥

金

あ

リ

、

そ

は

今

=

贷

し

て 

翌

驚

の

嗚

く

言

返

マ

金

也

」
(

松

屋

筆

記

ー

一

七

十

；
；
綴

苑

政

治

部
八
八
節
七
〇

〇

'H)

而
し
て
以
上
の
變
遯
か
經
た
戏
固
の
利
息
法 

劬

It
遂
I:
吧
吣
十
牟
绝
ハ
t
六
m

^
告
の
利
胤
制
隗
法
に
到
途
し

/;

の

で

め

る

0

ぃ
。

'
r

,

;

*

坶
帝
國
崩
壤
後
の
世
界
を
预
か
つ
て

こ
れ
を

次
の 

世
代
に
ま
.で
引
繼
ぐ
役
自
を
1.
;
た

も

の

は

か

の

.某

督

敎 

T'
:
あ
っ
た
、
敎
會
は
神
法
を
認
む
る
こ
ど
に
依
っ
て
先 

づ
本
質
的
に
國
家
及
そ
の
法
律s

ら
離
れe

別
筒
の
共
へ 

同
圓
體
S
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
國
家
の
側
か
ら
觀
て 

甚
だ
危
險
な
る
も
の
ど
倣
ず
^> j

ろ
が
ら
し
て
、
そ
の 

土

に

加

え

ら

れ

た

迫

害

は

益

：々

こ
の
，

#
立

^

强

固

な

ら 

し

め

だ

の

で

あ

つ

た
'0
;
然

レ

出

來

彼

等

の

意

圖

す

る

ど 

こ
：ろ

は

現

世̂
界

の

政

治

的

利®
の
.如

き

も

の

.
：

>

以

外

\ 

k
あ

つ

た

のe
あ

る

。

ビ

己6:
が

西

羅

埸

帝

國

崩

壤

後：

\ 

に

於

け

る

潰

滅

、混

亂

の

裡

に

於

て

彼

等

が

明

に

意

識

し

： 

得
た
末
開
の
懷
入
者
に
對
す
今
智
識
的
優
越
は
彼
等
に 

强
固
な
:5
結
谏
の
地
盤
を
得
し
め
て
、
敎
會
は
完
全
に
：

::

俗
界
の
司
法
權
ょ
り
獨
立
し
、
進
ん
で
は
暴
隸
な
る
君 

主

に

反

抗

す

る

の

地

位

に

到

り

結

局

は

こ

れ

を

^

^

し 
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三
三)

雜

錄

徴

g

l(:
關
X

一:

命
令
す
る
の
域
に
ま
で
達
し
れ
の
で
あ

る

。

斯
く
の
如
く
し
て
素
ビ
;
1方
^
於
て
衆
生
に
對
す
る 

愛
を
說
き
、
他
方
に
於
て
宴
糖
世
界
の
賴
み
難
く
渉
世 

の
慾
の
淺
間
し
含
を
說
く
宗
敎
的
共
同
削
體
た
る
敎
會 

が
極 

>
な
き
物
慾
の
發
露
で
あ

P
，
時
^
及
ん
で
は
幾 

多
の
人
々
を
苦
惱
の
淵
に
沈
淪
せ
し
む
べ
き
徵
利
の
行 

:

爲
を
非
議
し
た
の
，は
何
等
不
也
議
は
な
い
o
敎
會
に
ょ 

つ
て
徵
利
問
題
は
初
め
®
ら
神
學
的
に
考
察
せ
ら
れ
た 

の
で
あ
つ
て
、
然
も
、
僧
侶
^
-
僧
正
の
如
き
ば
宗
門 

截
金
の
保
管
者
S
し
て
恐
ら
く
徵
利
貨
付
に
從
事
す
る 

の
誘
惑
が
最
も
大
な
る
も
の
で
*
つ
た
ビ
考
え
#
ら
れ 

る
。
そ
こ
で
や
が
て
は
有
名
な
る
禁
止
令
も
先
づ

宗
呵 

の
戒
律
ご
し
て
そ
の
發
布
を
見
た
の
で
あ
る
。g

.r
?:西
ニ 

十
五
年
の
二
ヶ
ァ
宗
敎
會
_
の

條

規

は

.利

子

の

徵

收

は 

敎
理
に
.背
る
こ
^
を
言
ふ
.
.て
ゐ
る
が
、
然
も
そ
の
禁
止 

を
强
制
し
た
の
は
僧
侶
に
對
し
て
の
み
で
あ
つ
た
e
い 

^
O
O
.
X
V
J
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こ
3こAshely, o
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ト
マ
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の
擅
頭
等
の
氣
運
は
、
期
せ
す
し
て
敎
會
禁
止 

■ cir p. 
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n

 

Essay 

o
n 

:

f

i
令
の
精
神
s
は
全
然
反
對
な
立
場
に
あ
つ
て
完
全
な
る

i

p

教
父
パ

”

サ
の
f

レ
.

I
欺

私

有

財

產

麗

i

約
の
黑
を
そ
の

®

f

す
る
羅

ァンプ

0
'

ッ
ゥ
ス
捞
こ
の
例
で
ゎ
る
。
然
む

|
方
じ
於
て
は
赦
父
で

;
悔

法

の

硏

究

^
な
つ
て
现
れ
、

こ
れ
に
鋳
す
る
敎
文
、
 

t
:
な
が
ら
微
利
の
合
法

I

護
し
、

:
れ

I

容

.す
る
市
民
法

c 

j

敎

法

學

者

連

の

必

然

的

な

#
起

#
闘

は

_

し

い

も

の

で

The c
h
i

 and Usury, p. W
7
2
0

;,
一.
あ
つ
，た
°
即
ち
一
一
七
九
年
の
第
三
;/
r
ラ
ン
法
會
議 

そ
の
始
め
に
.於
て
純
膝
れ
る
.1
0
宗
敎
的
敎
倏
で
あ
l

fc
於
て
ァ
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
三
世
が
高
利
貸
に
對
す
る
嚴 

り
、
®
ぐV

J

も
一
の
階
級
的
戒
律
で
あ
つ
た
禁
止
令
がj

重

な

，る

命

令

を

發

せ

し

め

た

以

來

バ

A
shley, 

op. 

c

r:」 

漸

く|

般
社
會
に
I

の

適

用

を

膦

張

じ

て

遂

に

は

跋pt. 

I 

p. 

I
4
9

)

:
r
一
七
四
年
グ
レ
ゴ
タ
ォ
十
世
の
甩
昂 

だ
有
力
な
る
强
制
を
之
旧
加
え
る
樣
に
：：な
つ
た
の
は
旣
'
|
法
會
議
は
外
國
人
高
利
貸
の
追
放
を
命
じ
、
利

子

の

授_ 

滩
の
如
く
敎
會
の
俊
入
®
族
中
に
得
た
る
流
治
的
地
位i

殳
を
な
し
て
悔
ひ
改
め
ぬ
も
の

ゝ

遺
言
の
無
效
を
宣 

で
あ
^V、

こ
の
地
位
に
據
る
彼
等
の
：市
民
階
級
の
勃
興j
し

、，
遂
に
一
三」

一
年
の
、
維

納

法

會

議

に

於

て

ク

シ

;
: 

に
對
ず
る
嫌
®

S
宗
敎
裁
.剑
權
の
搬
張
^
對

す

る

希

望I 

メ

ン

ト

五
他
は
ゥ

ズ

ラ
を
許
す
一
切
の
俗
法
の
無
效
た 

ど
で
あ
つ
れ
。
そ
こ
で
八
世
紀
:1
り

九

世

紀

の

交

に

入

る

べ

き

こ

？
を
宣
言
す
る
に
到
^V、

V

ル
ト
ラ
ス
、
爻 

る
や
，
禁
止
は
漸
く
嚴
重
^
な

り

、
.
具

つ

俗

人

へ

の

適

代

ク

ズ

ラ
.

は
神
法
ビ
同
樣
市
民
法
に
於
て
も
禁
止
せ
ら 

用
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、

1

十

世

紀

を

經

て

十

る
べ
し

^
云
つ
れ
の
で
あ
る
。I

か
く
て
利
子
禁
北
の
敎 

ー
世
紀
に
入
る
頃
に
及
ん
で
の
市
府
の
興
1
、
>
.
ラ

フ

理

は

十

三

世

紀

に

於

.て
そ
の
到
る
々
き
を
乙
ろ
に
到
荇

し
f
eの
で
あ
つ
て
、
即
ち
斯
問
S
に
關
す
る

神
學
者
の： 

意
見
は
殆
んV」

相
違
な
き
ま
で
に
-_
*
致
を
見
る
に
到 

敎

會

法

(
c
o
r
p
s

 juris 

c
a
n
o

s.t
i
)

0
出
规
も
こ
の
步

で
：あ

る

。
十

四

、

十

五

世

紀

，に

®

つ
て
は
_

學
的
色
彩 

ゆ
私
法
學
者
間
に
も
及
し
た
。':
'
:勿
論
' 1

灰
力
ノ
ー
モ
ス 

ト
^
亦
私
法
學
者
の
メ
ソ
ー
ド
^;
採
川
す
る
こ
^
も
屢 

々
で
ぁ
っ
て
、
.J

の
雨
者
は
漸
く
錯
雜
し
て
來
た
の
で

あ

る

へ
'

:冷

「

S

ニ
四)

數
例
か
祺
ぐ
れ
ば
、「

塊
て
の
人
ば
悉
く
告
な
何
物
ミ
維 

<
-利
4»
微
し
て
贷
す
、
_
2か

禁

ぜ

ら

る

」

:^
一
 

九
堆
ft
會
法
规
、
}其 

他
、
八
71

十
三
年
法
规
、

づ
シ
ス
タ
ン
チ〜

ブ
ル
法
會
謎
宜
.貢
八
一
：
 

:
四
¥
>
;チ
サ
ィ
ム
法
柃
辎
盆

.
5
:八
也
〇
.
¥等
^
之
れ
で
ゎ
る
0
 

i

s)

，
高
描
教
授
、
.經
渾
擧
史
硏
究
H
一
 
士
5

、
三
5

頁
以 

'
下
參
服
；
：

(
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4
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'

.

然
ら
ば
、...
こ
れ
等
の
立
ー
法
の
：

»:
攀

で

：
ぁ

る

實

際

生

活

笫
十
七
怨

は

f
で
あ
つ
ft
か
。
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
を
以
つ
て
.脅
か 

へ
さ
れ
つ
、
あ
る
こ
の
間
に
於
て
も
利
子
は
絕
え
中
受

授 

せ
ら
れ
つ
、
あ
つ
た
の
で
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